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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　励起光により蛍光を発する蛍光体と金属酸化物とからなる、表面が励起光入射面とされ
た蛍光板と、当該蛍光板の裏面側に配置された反射層を有する反射積層体と、放熱基板と
を具備した蛍光光源装置において、
　前記蛍光板と、前記反射層の裏面および周側面を覆う封止層と、この封止層を前記反射
積層体および当該蛍光板に接着する接着層と、によって前記反射積層体の封止構造が形成
されていることを特徴とする蛍光光源装置。
【請求項２】
　前記反射層は、金属酸化物多層膜を介して前記蛍光板の裏面側に形成された銀反射膜よ
りなることを特徴とする請求項１に記載の蛍光光源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蛍光光源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、蛍光光源装置としては、レーザ光を励起光として蛍光板に照射し、当該蛍光板を
構成する蛍光体から蛍光を放射する構成のものが知られている。
　このような蛍光光源装置の或る種のものは、図３に示すように、半導体レーザなどの励
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起光源１１からの励起光によって蛍光を放射する蛍光体を含有し、表面（図３（ａ）にお
ける上面）が励起光入射面とされた蛍光板５１と、当該蛍光板５１の裏面（図３（ａ）に
おける下面）側に設けられた放熱基板５２とを備えている（例えば、特許文献１参照）。
この蛍光光源装置において、蛍光板５１は、反射層が設けられることなどによって裏面が
反射機能を有するものとされている。この反射層は、高い光反射特性を有する金属からな
るものであることが好ましく、反射層を構成する金属としては、アルミニウム（Ａｌ）、
銀（Ａｇ）等が用いられる。そして、蛍光板５１に設けられた反射層と放熱基板５２との
間には、例えば半田等の金属からなる接合部材層５３が介在しており、当該接合部材層５
３によって蛍光板５１が放熱基板５２上に接合されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１２９３５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、蛍光板に反射層が設けられた蛍光光源装置においては、反射層の密着性
が弱いため、反射層の蛍光板からの剥離が発生すると共に、酸化および硫化などによる表
面劣化によって反射層の反射率が低下する、という不具合が発生する。
　反射層の蛍光板からの剥離は、特に反射膜に銀（Ａｇ）、または、銀（Ａｇ）を主体と
する銀合金を用いた場合に発生する。
【０００５】
　本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、その目的は、反射層が
蛍光板から剥離するという不具合が生じることなく、長期間にわたって反射率の低下が防
止され高い発光効率を得ることのできる蛍光光源装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の蛍光光源装置は、励起光により蛍光を発する蛍光体と金属酸化物とからなる、
表面が励起光入射面とされた蛍光板と、当該蛍光板の裏面側に配置された反射層を有する
反射積層体と、放熱基板とを具備した蛍光光源装置において、
　前記蛍光板と、前記反射層の裏面および周側面を覆う封止層と、この封止層を前記反射
積層体および当該蛍光板に接着する接着層と、によって前記反射積層体の封止構造が形成
されていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の蛍光光源装置においては、前記反射層は、金属酸化物多層膜を介して前記蛍光
板の裏面側に形成された銀反射膜よりなることが好ましい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の蛍光光源装置においては、反射層の裏面および周側面を覆う封止層が、接着層
を介して、蛍光体と金属酸化物とからなる蛍光板の裏面の周縁に密着して設けられること
により、反射層の封止構造が形成されている。そのため、反射層を、蛍光板の裏面側にお
いて、当該蛍光板に、必要に応じて設けられる他の構成層を介して密着した状態とするこ
とができる。また、反射層が大気などの環境雰囲気にさらされることがないことから、酸
化および硫化などによる表面劣化に起因する当該反射層の反射率の低下を防止することが
できる。
　従って、本発明の蛍光光源装置によれば、反射層が蛍光板から剥離するという不具合が
生じることなく、長期間にわたって反射率の低下が防止され高い発光効率を得ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
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【図１】本発明の蛍光光源装置の構成の一例の概略を示す説明図である。
【図２】図１の蛍光光源装置における蛍光発光部材および放熱基板の具体的な構成を示す
説明用分解図である。
【図３】従来の蛍光光源装置の構成の一例を示す説明図であり、（ａ）は蛍光光源装置の
構成の概略を示す説明図であり、（ｂ）は蛍光光源装置の蛍光板および放熱基板を示す説
明用平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の蛍光光源装置の実施の形態について説明する。
　図１は、本発明の蛍光光源装置の構成の一例の概略を示す説明図であり、図２は、図１
の蛍光光源装置における蛍光発光部材および放熱基板の具体的な構成を示す説明用分解図
である。
　この蛍光光源装置１０は、図１に示すように、例えば半導体レーザよりなる励起光源１
１と、励起光源１１から出射される励起光によって励起されて蛍光を放射する蛍光体を含
有する蛍光板２１を有する蛍光発光部材２０とを備え、これらが互いに離間して配設され
たものである。また、蛍光光源装置１０には、放熱基板２２が設けられている。
　この図の例において、蛍光発光部材２０は、励起光源１１に対向するよう、当該励起光
源１１の光軸に対して傾斜した姿勢で配置されている。
【００１１】
　蛍光発光部材２０は、平板状の蛍光板２１の表面（図１および図２における上面）が、
励起光入射面とされていると共に蛍光出射面とされたものである。
　この蛍光発光部材２０は、平板状の放熱基板２２の表面（図１および図２における上面
）に、蛍光板２１の裏面（図１および図２における下面）が放熱板２２の表面に対向した
状態で配置されて接合されている。そして、放熱基板２２と蛍光発光部材２０との間には
、矩形平板状の接合部材層２６が形成されている。すなわち、蛍光発光部材２０と放熱基
板２２とは、接合部材層２６によって接合されている。
　また、蛍光発光部材２０は、蛍光板２１の表面、励起光源１１に対向するように配置さ
れている。
【００１２】
　蛍光板２１は、蛍光体と金属酸化物とからなる板状体、具体的には、蛍光体と金属酸化
物との混合物の焼結体であって、金属酸化物の粒子からなる部分（以下、「金属酸化物部
分」ともいう。）と蛍光体の粒子からなる部分（以下、「蛍光体部分」ともいう。）とが
混在し、表面に金属酸化物部分が露出した状態の板状体である。
【００１３】
　蛍光板２１は、蛍光体と金属酸化物とからなるもの、すなわち金属酸化物部分と蛍光体
部分とが混在し、表面に金属酸化物部分が露出したものであることにより、当該蛍光板２
１に接触した状態で積層される蛍光発光部材２０の構成部材（この図の例においては、後
述する反射積層体３０および接着層３８）との間に高い密着性が得られる。
　また、蛍光板２１が蛍光体と金属酸化物とからなるものであることによれば、蛍光板２
１の内部に入射した励起光および蛍光の導光が制御されることから、蛍光出射面における
発光領域が小さくなり発光輝度が向上する。また、蛍光板２１の内部において、或る蛍光
体部分に入射したものの吸収されることのなかった励起光の進行方向が当該蛍光体部分と
金属酸化物部分との界面において変更される。そして、その或る蛍光体部分に入射したも
のの吸収されることのなかった励起光の一部は、他の蛍光体部分に向かって進行する。そ
のため、励起光を蛍光に変換するための光路長が長くなり、励起光が蛍光体部分に吸収さ
れる確率が高くなる。その結果、蛍光板２１の内部に入射した励起光を有効に利用して、
高い効率で蛍光に変換することができる。また、或る蛍光体部分から放射された蛍光の進
行方向が他の蛍光体部分と金属酸化物部分との界面において変更されることから、蛍光が
蛍光板２１の内部に閉じ込められることが抑制される。その結果、蛍光発光部材２０にお
いては、蛍光板２１の内部において生じた蛍光を有効に利用して、高い効率で外部に出射
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することができる。
【００１４】
　蛍光板２１において、蛍光体としては、多結晶の蛍光体が用いられる。
　蛍光板２１を構成する蛍光体が多結晶の蛍光体であることにより、蛍光板２１が高い熱
伝導性を有するものとなる。そのため、蛍光板２１においては励起光の照射によって発生
した熱が効率よく排熱されることから、蛍光板２１が高温となることが抑制される。その
結果、蛍光発光部材２０においては、蛍光体において温度消光が生じることに起因する蛍
光光量の低減を抑制することができる。
　ここに、蛍光板２１を構成する多結晶の蛍光体は、例えば以下のようにして得ることが
できる。先ず、母材、賦活材、金属酸化物および焼成助剤などの原材料をボールミルなど
によって粉砕処理することによって、サブミクロン以下の原材料微粒子を得る。次いで、
この原材料微粒子を用い、例えばスリップキャスト法によって成形体を形成して焼結する
。その後、得られた焼結体に対して熱間等方圧加圧加工を施すことによって、気孔率が例
えば０．５％以下の多結晶の蛍光体が得られる。
【００１５】
　蛍光板２１を構成する蛍光体は、無機蛍光体、具体的には希土類元素を発光イオン（賦
活材）としてドープした複合酸化物よりなるものであることが好ましい。
【００１６】
　蛍光板２１において、蛍光体の含有割合は、例えば２０～８０質量％である。
　また、蛍光体の粒子の粒径（平均粒径）は、例えば１～１０μｍである。
【００１７】
　蛍光板２１において、金属酸化物としては、排熱性（熱伝導性）および蛍光体との密着
性などの観点から、酸化アルミニウム（Ａｌ2 Ｏ3 ）などが用いられる。
【００１８】
　このような構成の蛍光板２１は、例えば、適宜の粒径を有する蛍光体の粒子と、酸化ア
ルミニウム（Ａｌ2 Ｏ3 ）の粒子とを混合し、その混合物をプレスした後、焼成すること
によって製造することができる。
　蛍光板２１の材質の具体例としては、Ａｌ2 Ｏ3 ／ＹＡＧ：Ｃｅ、Ａｌ2 Ｏ3 ／ＹＡＧ
：Ｐｒ、Ａｌ2 Ｏ3 ／ＹＡＧ：Ｓｍ、Ａｌ2 Ｏ3 ／ＬｕＡＧ：Ｃｅなどが挙げられる。こ
のような蛍光板２１の蛍光体において、希土類元素（賦活材）のドープ量は、０．５ｍｏ
ｌ％程度である。
【００１９】
　蛍光板２１の厚みは、励起光の蛍光への変換効率（量子収率）および排熱性の観点から
、０．０５～２．０ｍｍであることが好ましい。
【００２０】
　また、蛍光板２１は、少なくとも励起光を拡散する光散乱体を含有し、励起光を拡散す
る光拡散機能を有するものであってもよい。ここに、蛍光板２１は、光散乱体が励起光と
蛍光とを拡散するものである場合には、励起光および蛍光を拡散する光拡散機能を有する
ものとなる。
　蛍光板２１が光拡散機能を有するものであることにより、蛍光板２１の内部において、
励起光の進行方向が光散乱体によって変更される。そのため、励起光を蛍光に変換するた
めの光路長が長くなり、励起光が蛍光体部分に吸収される確率が高くなる。その結果、蛍
光板２１の内部に入射した励起光を有効に利用して、高い効率で蛍光に変換することがで
きる。
　また、蛍光板２１が蛍光を拡散する機能を有するものである場合には、蛍光板２１の内
部において、蛍光の進行方向が光散乱体によって変更されることから、蛍光が蛍光板２１
の内部に閉じ込められることが抑制される。その結果、蛍光発光部材２０においては、蛍
光板２１の内部において生じた蛍光を有効に利用して、高い効率で外部に出射することが
できる。
　しかも、蛍光板２１が光拡散機能を有するものであることによれば、励起光の蛍光への
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変換効率（量子収率）が小さくなるという弊害を生じさせることなく、蛍光板２１の厚み
を小さくすることができる。そして、蛍光板２１の厚みを小さくすることによれば、当該
蛍光板２１が極めて高い排熱性を有するものとなり、また蛍光板２１の外周面から蛍光が
外部に出射されることを十分に抑制または防止することができる。
【００２１】
　蛍光板２１に含有される光散乱体は、蛍光板２１の金属酸化物部分を構成する酸化アル
ミニウム（Ａｌ2 Ｏ3 ）や蛍光体とは異なる屈折率を有する微小粒子または粒界析出相に
よって構成されるものである。ここに、光散乱体を構成する微小粒子としては、例えばイ
ットリア、窒化ケイ素、窒化アルミニウムおよびフッ化ストロンチウムなどの無機化合物
よりなるものが挙げられる。
【００２２】
　接合部材層２６を構成する接合部材としては、排熱性および低応力性の観点から、スズ
を含有する半田を使用することが好ましい。
　接合部材として用いられるスズを含有する半田の具体例としては、例えば金スズ合金（
ＡｕＳｎ，スズ（Ｓｎ）の含有割合２０質量％，熱伝導率２５０Ｗ／ｍｋ）およびスズ－
銀－銅合金（Ｓｎ－３Ａｇ－０．５Ｃｕ（銀（Ａｇ）の含有割合が３質量％、銅（Ｃｕ）
の含有割合が０．５質量％、スズ（Ｓｎ）の含有割合が９６．５質量％），熱伝導率５５
Ｗ／ｍｋ）などが挙げられる。これらのうちでは、熱伝導率が高く、スズの含有量が少な
いため、金スズ合金が好ましい。具体的に説明すると、接合部材として金スズ合金を用い
た場合には、熱伝導率が高いことから、接合部材としてスズ－銀－銅合金を用いた場合に
比して、励起光の励起パワーが同一であっても、蛍光板２１の温度を２０ｄｅｇ程低くす
ることができる。また、スズの含有割合が少ないことから、反射層３１の反射率の低下を
抑制することができる。
　また、接合部材層２６の厚みは、例えば３０μｍである。
　この図の例において、接合部材による蛍光発光部材２０と放熱基板２２との接合方法と
しては、例えばリフロー炉を用い、フラックスフリー半田シート（接合部材）を、蛍光発
光部材２０と放熱基板２２との間に挟み、蟻酸ガスまたは水素ガスの雰囲気中において加
熱を行うリフロー方式が用いられている。このように、蟻酸または水素の還元力を利用し
てフラックスフリー半田シートの表面酸化膜を除去してリフローを行う接合方法によれば
、形成される接合部材層２６にボイドが生じることがなく、良好な熱伝導性が得られる。
【００２３】
　放熱基板２２は、蛍光発光部材２０（具体的には、蛍光板２１）において発生した熱を
排熱するものである。
　この放熱基板２２は、高熱伝導性を有すると共に、蛍光板２１との熱膨張係数の差が小
さい材料よりなるものであることが好ましい。
　具体的には、放熱基板２２の構成材料の熱膨張係数は蛍光板２１の構成材料の熱膨張係
数以上であり、その熱膨張率の差は９×１０-6〔１／Ｋ〕以下であることが好ましい。
　放熱基板２２の構成材料と蛍光板２１の構成材料との熱膨張係数の差が９×１０-6〔１
／Ｋ〕以下であることによれば、蛍光板２１の動作時温度を１５０℃以下に設定すること
により、蛍光光源装置１０の製造工程において、蛍光発光部材２０と放熱基板２２との接
合部材（具体的には、スズを含有する半田）による接合温度が１００℃程度となる。その
ため、蛍光光源装置１０の動作時においては、蛍光板２１に圧縮応力が発生した状態とな
ることから、蛍光板２１と放熱基板２２との間に、熱膨張に起因する剥離が生じることが
ない。
【００２４】
　放熱基板２２の構成材料としては、銅（Ｃｕ）およびモリブデンと銅の合金（Ｍｏ－Ｃ
ｕ）などの金属が用いられる。
　ここに、放熱基板２２の構成材料として用いられる銅の熱膨張係数は１６．５×１０-6

〔１／Ｋ〕であり、モリブデンと銅との合金（銅（Ｃｕ）の含有割合３０質量％）の熱膨
張係数は８．６×１０-6〔１／Ｋ〕である。一方、蛍光板２１の構成材料として用いられ
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るＹＡＧの熱膨張係数は８．６×１０-6〔１／Ｋ〕である。
　図の例において、放熱基板２２は、銅よりなるものである。
【００２５】
　放熱基板２２において、厚みは、放熱特性を考慮して適宜に定めればよく、例えば０．
５～５．０ｍｍである。
　また、放熱基板２２の表面の面積は、図１および図２に示されているように、排熱性な
どの観点から、蛍光板２１の裏面の面積よりも大きいことが好ましい。
　また、放熱基板２２は、放熱フィンの機能を兼ね備えたものであってもよい。
　この図の例において、放熱基板２２の厚みは２ｍｍである。
【００２６】
　また、放熱基板２２には、接合部材層２６との接合性の観点から、図２に示されている
ように、当該放熱基板２２の表面（図２における上面）に、保護膜層２３および半田濡れ
膜層２４がこの順に積層された金属膜が形成されていることが好ましい。
　この金属膜において、保護膜層２３は、例えばワット浴によるめっき法によって形成さ
れたニッケル（Ｎｉ）膜よりなり、半田濡れ膜層２４は、例えばワット浴によるめっき法
によって形成された金（Ａｕ）膜よりなる。
　この図の例において、放熱基板２２は、外表面全面（表面、裏面および周側面）が、保
護膜層２３および半田濡れ膜層２４よりなる金属膜で覆われてなるものである。この金属
膜を構成する各層の厚みは、保護膜層２３が２．５μｍ、半田濡れ膜層２４が０．０３μ
ｍである。
【００２７】
　蛍光板２１の裏面側、具体的には蛍光板２１と放熱基板２２との間には、蛍光板２１の
裏面に沿って延びるように銀反射膜よりなる平板状の反射層３１が設けられている。すな
わち、蛍光板２１の裏面には、反射層３１が対向配置されている。このように、蛍光板２
１は、裏面側に高反射特性を有する銀よりなる反射層３１が設けられることにより、裏面
に高反射機能を有するものとされている。
【００２８】
　反射層３１は、その厚みが例えば１１０～３５０ｎｍである。
　また、反射層３１の表面（図１および図２における上面）の面積は、励起光および蛍光
の有効利用性の観点から、蛍光板２１の裏面の面積以下であることが好ましい。
　この図の例において、反射層３１の表面は、蛍光板２１の裏面の寸法よりも僅かに小さ
な寸法を有しており、その全面が蛍光板２１の裏面の中央部に対向している。
【００２９】
　そして、反射層３１と蛍光板２１との間には、金属酸化物多層膜よりなる増反射部３２
が、蛍光板２１の裏面に密着した状態で設けられている。すなわち、蛍光板２１の裏面に
は、増反射部３２と反射層３１とがこの順に設けられている。
　金属酸化物多層膜よりなる増反射部３２が設けられていることにより、蛍光板２１の裏
面がより一層優れた高反射機能を有するものとなる。
　この図の例において、増反射部３２を構成する金属酸化物多層膜は、二酸化ケイ素（Ｓ
ｉＯ2 ）層３２Ａと酸化チタン（ＴｉＯ2 ）層３２Ｂとを有するものである。ここに、増
反射部３２を構成する金属酸化物多層膜の厚みは、３５０ｎｍである。この増反射部３２
を構成する二酸化ケイ素層３２Ａおよび酸化チタン層３２Ｂを含む積層膜（具体的には、
二酸化ケイ素層３２Ａ、酸化チタン層３２Ｂ、反射層３１および後述する、反射層３１の
表面および裏面の各々に密着した状態の接着性改善層３５Ａ，３５Ｂよりなる積層膜）は
、電子ビーム蒸着法によって作製される。具体的には、露光によってパターニングしたレ
ジストが配設された蛍光板２１の面上に、電子ビーム蒸着法によって積層膜を成膜する。
その後、レジストをリフトオフによって取り除き作製されたものである。また、増反射部
３２の表面（図２における上面）は、その全面が蛍光板２１の裏面の中央部に対向接触し
ている。
【００３０】
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　また、反射層３１において、当該反射層３１の表面には、接着性改善層（以下、「上面
側接着性改善層」ともいう。）３５Ａが、当該表面に密着した状態でその全面を覆うよう
に設けられている。また、反射層３１の裏面（図２における下面）には、接着性改善層（
以下、「下面側接着性改善層」ともいう。）３５Ｂが、当該裏面に密着した状態でその全
面を覆うように設けられている。
　反射層３１の表裏面の各々に接着性改善層３５Ａ，３５Ｂが設けられていることにより
、反射層３１と、当該接着性改善層３５Ａ，３５Ｂを介して反射層３１に積層される蛍光
発光部材２０の構成部材との間に高い密着性が得られる。
　この図の例において、上面側接着性改善層３５Ａの上面（図２における上面）には、増
反射部３２が密着した状態で配設されている。すなわち、上面側接着性改善層３５Ａと蛍
光板２１との間においては、増反射部３２が、上面側接着性改善層３５Ａおよび蛍光板２
１の各々に密着した状態とされている。そして、反射積層体３０は、反射層３１と接着性
改善層３５Ａ，３５Ｂと増反射部３２とによって構成されている。
【００３１】
　接着性改善層３５Ａ，３５Ｂは、酸化アルミニウム（Ａｌ2 Ｏ3 ）からなるものである
。
【００３２】
　また、接着性改善層３５Ａ，３５Ｂは、その厚みが１μｍ以下であることが好ましい。
　接着性改善層３５Ａ，３５Ｂの厚みが１μｍを超える場合には、接着性改善層３５Ａ，
３５Ｂが熱伝導性の低いものとなり、蛍光光源装置１０の動作時における蛍光板２１の温
度が高くなる。そのため、蛍光体において温度消光が生じることに起因して十分な蛍光光
量を得ることができなくなる。
　この図の例において、上面側接着性改善層３５Ａの厚みは５０ｎｍであり、下面側接着
性改善層３５Ｂの厚みは５０ｎｍである。
【００３３】
　接着性改善層３５Ａ，３５Ｂは、例えば電子ビーム蒸着法などによって作製することが
できる。
【００３４】
　また、反射積層体３０には、反射層３１における裏面および周側面を覆うように封止層
３７が設けられている。
　また、反射積層体３０と封止層３７との間、および蛍光板２１の裏面の周縁と封止層３
７との間には、封止層３７を、反射積層体３０および蛍光板２１に接着するための接着層
３８が設けられている。すなわち、接着層３８は、反射層３１の周側面と、下面側接着性
改善層３５Ｂにおける裏面および周側面と、蛍光板２１の裏面の周縁と、封止層３７とに
密着した状態で設けられている。
　このようにして、蛍光板２１の裏面において、封止層３７が接着層３８を介して反射積
層体３０に密着して設けられており、この封止層３７と接着層３８と蛍光板２１とにより
、反射積層体３０の封止構造が形成されている。
　この図の例において、封止層３７と接着層３８とは、反射積層体３０の全体を覆うよう
に設けられており、増反射部３２を構成する金属酸化物多層膜の周側面の全面には接着層
３８が密着した状態とされている。
　また、封止層３７の裏面（図２における下面）には、チタン（Ｔｉ）層４１Ａ，４１Ｂ
と白金（Ｐｔ）層４２Ａ，４２Ｂとを有する多層膜よりなる応力緩和層４１と金層４３と
がこの順に設けられている。ここに、封止層３７に接触しているチタン層（以下、「第１
チタン層」ともいう。）４１Ａの厚みは５０ｎｍであり、その第１チタン層４１Ａに接触
している白金層（以下、「第１白金層」ともいう。）４２Ａの厚みは１５０ｎｍである。
また、第１白金層４２Ａに接触しているチタン層（以下、「第２チタン層」ともいう。）
４１Ｂの厚みは１００ｎｍであり、その第２チタン層４１Ｂに接触している白金層（以下
、「第２白金層」ともいう。）４２Ｂの厚みは２００ｎｍである。また、金層４３の厚み
は５００ｎｍである。この応力緩和層４１を構成するチタン層４１Ａ，４１Ｂおよび白金
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層４２Ａ，４２Ｂ、並びに金層４３は、各々、スパッタ蒸着法によって作製されたもので
ある。このような多層膜によって応力緩和層４１が構成されていることによれば、チタン
の熱膨張係数（８．５×１０-6〔１／Ｋ〕）および白金の熱膨張係数（８．９×１０-6〔
１／Ｋ〕）が、蛍光板２１の構成材料として用いられるＹＡＧの熱膨張係数（８．６×１
０-6〔１／Ｋ〕）に近似しているため、封止層３７で発生する応力緩和が可能となる。ま
た、白金層４２Ａ，４２Ｂは、接合部材層２６を構成する金属（具体的には、例えばスズ
）の拡散防止機能を発揮する。すなわち、白金層４２Ａ，４２Ｂは、後述する拡散防止層
４５と共に拡散防止層としても機能する。
【００３５】
　蛍光板２１と封止層３７と接着層３８とによって反射積層体３０の封止構造が形成され
ていることにより、反射層３１が蛍光板２１から剥離することがなく、また反射層３１に
長期間にわたって高い反射機能が得られる。
　具体的に説明すると、封止層３７が、金属酸化物（具体的には、酸化アルミニウム（Ａ
ｌ2 Ｏ3 ））が露出している蛍光板２１に接着層３８を介して設けられていることから、
当該接着層３８と蛍光板２１との接着性が、蛍光板２１と反射積層体３０（具体的には、
増反射部３２の二酸化ケイ素層３２Ａ）との接着性よりも強固となる。そのため、蛍光板
２１の裏面の周縁と封止層３７（接着層３８）との間に十分な密着性が得られる。
　そして、蛍光板２１と封止層３７と接着層３８とによって反射積層体３０の封止構造が
形成されていることにより、反射積層体３０における構成層の剥がれが防止され、また、
蛍光光源装置１０の動作時において、反射積層体３０が動作環境雰囲気にさらされること
を防止できることから、蛍光発光部材２０が優れた耐候性および耐湿性を有するものとな
る。その結果、反射層３１の蛍光板２１からの剥離、並びに反射層３１の酸化および硫化
による表面劣化を防止することができる。
　しかも、蛍光板２１と接着層３８との接着性が強固であるため、封止層３７の裏面側（
図１および図２における下面側）に厚みが１～４μｍの拡散防止層４５を形成したとして
も、反射層３１の剥れ等が発生しない構造となる。
　また、反射積層体３０の封止構造が形成されていることによれば、反射積層体３０が、
蛍光発光部材２０の構成部材（具体的には、蛍光板２１、反射積層体３０、接着層３８お
よび封止層３７以外の構成部材）の形成過程、および蛍光発光部材２０と放熱基板２２と
の接合過程などの蛍光光源装置１０の製造工程における製造環境雰囲気にさらされること
を防止できる。そのため、蛍光光源装置１０において、反射積層体３０が所期の反射機能
を有するものとなる。
【００３６】
　封止層３７は、ニッケルまたはインジウムからなるものであり、耐候性の観点からはニ
ッケルからなるものであることが好ましい。
　また、封止層３７は、その厚みが、例えば０．５μｍ以下とされる。
　この封止層３７は、スパッタ蒸着法などによって形成される。
　この図の例において、封止層３７は、ニッケルからなるものであり、当該封止層３７の
厚みは１１０ｎｍである。
【００３７】
　接着層３８は、クロム、クロム合金またはチタンなどからなるものであり、特に封止層
３７がニッケルからなるものである場合には、当該封止層３７との密着性の観点からクロ
ムからなるものであることが好ましい。
　この接着層３８は、反射積層体３０と封止層３７との間および蛍光板２１と封止層３７
との間の各々において、例えば５０ｎｍの厚みを有するものである。
　また、接着層３８は、スパッタ蒸着法などによって形成される。
　この図の例において、接着層３８は、クロムよりなるものである。また、蛍光板２１の
裏面における接着層３８が密着した領域、すなわち蛍光板２１の裏面の周縁は、金属より
なる接着層３８が密着して設けられることにより、反射機能を有するものとされている。
すなわち、蛍光板２１の裏面は、中央部が高反射機能を有し、周縁が反射機能を有するも
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のとされている。このことによって、蛍光板２１の裏面の周縁における蛍光の吸収が少な
くなる。そのため、蛍光発光部材２０においては、蛍光板２１で発生した蛍光を効率よく
取り出すことができる。
　尚、本実施例では、クロムを用いたい場合について説明したが、クロムに代えてチタン
、シリコン、タンタル、アルミニウム、及び、それらの酸化物の少なくとも一つを用いた
ものでも良い。
【００３８】
　蛍光発光部材２０には、図２に示されているように、封止層３７の裏面側、具体的には
、封止層３７と接合部材層２６との間に、拡散防止層４５が設けられていることが好まし
い。
　この拡散防止層４５は、拡散防止機能の観点から、１μｍ以上の厚みを有するものとさ
れる。また、拡散防止層４５の厚みは、反射層３１の剥離防止の観点から、４μｍ以下で
あることが好ましい。
【００３９】
　封止層３７と接合部材層２６との間に拡散防止層４５が設けられていることによれば、
蛍光光源装置１０の動作時において、蛍光発光部材２０（蛍光板２１）の動作時温度が２
００～２５０℃（接合部温度が１５０～２００℃）となった場合であっても、接合部材層
２６を構成する金属（具体的には、例えばスズ）が拡散防止層４５の表面（図１および図
２における上面）上に積層された蛍光発光部材２０の構成部材に拡散されることを防止で
きる。このような効果は、蛍光光源装置１０が、蛍光板２１の裏面の温度が高温（具体的
には１００～２００℃）となる駆動条件、具体的には、蛍光板２１に対する励起光の励起
密度が２０～２００Ｗ／ｍｍ以上となる駆動条件で駆動される場合に顕著となる。
【００４０】
　拡散防止層４５は、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、白金（Ｐｔ）またはニッケル（
Ｎｉ）よりなるものであり、好ましくはニッケルよりなるものである。
【００４１】
　また、拡散防止層４５は、拡散防止層４５から反射層３１に負荷される応力を小さくし
て反射層３１の剥離を防止する観点から、溶解度の高いめっき浴によるめっき法で形成す
ることが好ましく、スルファミン酸浴によるめっき法で形成することが特に好ましい。
【００４２】
　このような構成の蛍光光源装置１０においては、励起光源１１から出射された励起光は
、蛍光発光部材２０における蛍光板２１の表面（励起光入射面）に照射され、当該蛍光板
２１に入射する。そして、蛍光板２１においては、当該蛍光板２１を構成する蛍光体が励
起される。これにより、蛍光板２１において蛍光体から蛍光が放射される。この蛍光は、
蛍光体に吸収されずに蛍光板２１の裏面において反射層３１によって反射された励起光と
共に蛍光板２１の表面（蛍光出射面）から外部に出射され、蛍光光源装置１０の外部に出
射される。
【００４３】
　而して、蛍光光源装置１０においては、蛍光板２１と封止層３７と接着層３８とによっ
て反射積層体３０の封止構造が形成されている。そのため、反射層３１は、蛍光板２１の
裏面側において、上面側接着性改善層３５Ａおよび増反射部３２を介して蛍光板２１に密
着した状態とされる。また、反射積層体３０が大気などの環境雰囲気にさらされることが
ないことから、反射層３１が酸化および硫化などによって表面劣化されることに起因する
当該反射層３１の反射率の経時的低下を防止できる。
　従って、蛍光光源装置１０によれば、反射層３１が蛍光板２１から剥離するという不具
合が生じることなく、長期間にわたって反射率の低下が防止され高い発光効率を得ること
ができる。
【００４４】
　また、蛍光光源装置１０においては、封止層３７がニッケルよりなるものであって接着
層３８がクロムよりなるものであることにより、封止層３７が優れた耐候性を有するもの
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となる。しかも、接着層３８の作用によって封止層３７が蛍光板２１および反射積層体３
０により強固に密着したものとなることから、反射積層体３０の封止構造の封止構造がよ
り高い封止性を有するものとなる。そのため、反射層３１における剥離並びに酸化および
硫化などによる表面劣化に起因する反射率の低下が生じることが、より一層防止される。
その結果、蛍光光源装置１０においては、より長期間にわたって高い発光効率が得られる
。
【００４５】
　また、蛍光光源装置１０においては、反射層３１が、金属酸化物多層膜よりなる増反射
部３２を介して蛍光板２１の裏面側に形成された銀反射膜よりなるものであることにより
、銀反射膜の有する高反射特性と、増反射部３２による反射率向上特性とによって、蛍光
板２１の裏面がより一層優れた高反射機能を有するものとなる。また、反射層３１と増反
射部３２との間に酸化アルミニウム（Ａｌ2 Ｏ3 ）からなる接着性改善層３５Ａが介設さ
れていることから、その反射層３１と増反射部３２との間に高い密着性が得られる。
　しかも、銀反射膜よりなる反射層３１は、密着性が弱く、酸化および硫化されやすいも
のであるものの、反射積層体３０の封止構造が形成されていることから、反射層３１にお
ける剥離並びに酸化および硫化などによる表面劣化に起因する反射率の低下が生じること
がない。
　従って、銀反射膜よりなる反射層３１が金属酸化物多層膜を介して蛍光板２１の裏面側
に形成された蛍光光源装置１０においては、長期間にわたってより一層高い発光効率が得
られる。
【００４６】
　以上において、本発明の蛍光光源装置を具体的な例を用いて説明したが、本発明の蛍光
光源装置はこれに限定されるものではない。
　例えば、蛍光板は、当該蛍光板の表面に、複数の凸部が周期的に配列されてなる周期構
造が形成されたものであってもよい。ここに、蛍光板の表面の周期構造は、例えば略錐形
状（具体的には、錐状または錐台状）の凸部が密集した状態で二次元周期的に配列されて
なるものである。また、蛍光板が表面に周期構造を有するものである場合には、その蛍光
板は、製造容易性の観点から、蛍光部材と、励起光および蛍光に対する光透過性を有する
周期構造体層とからなるものであってもよい。
【００４７】
　また、蛍光光源装置全体の構造は、図１に示すものに限定されず、種々の構成を採用す
ることができる。例えば、図１に係る蛍光光源装置では、１つの励起光源（例えば、半導
体レーザ）の光を用いているが、励起光源が複数あり、蛍光発光部材の前に集光レンズを
配置して、集光光を蛍光発光部材に照射する形態であってもよい。また、励起光は半導体
レーザによる光に限るものではなく、蛍光板における蛍光体を励起することができるもの
であれば、ＬＥＤによる光を集光したものでもよく、更には、水銀、キセノン等が封入さ
れたランプからの光であってもよい。尚、ランプやＬＥＤのように放射波長に幅を持つ光
源を利用した場合には、励起光の波長は主たる放射波長の領域である。ただし、本発明に
おいては、これに限定されるものではない。
【符号の説明】
【００４８】
１０　　蛍光光源装置
１１　　励起光源
２０　　蛍光発光部材
２１　　蛍光板
２２　　放熱基板
２３　　保護膜層
２４　　半田濡れ膜層
２６　　接合部材層
３０　　反射積層体



(11) JP 6094617 B2 2017.3.15

10

３１　　反射層
３２　　増反射部
３２Ａ　　二酸化ケイ素層
３２Ｂ　　酸化チタン層
３５Ａ，３５Ｂ　　接着性改善層
３７　　封止層
３８　　接着層
４１　　応力緩和層
４１Ａ，４１Ｂ　　チタン層
４２Ａ，４２Ｂ　　白金層
４３　　金層
４５　　拡散防止層
４６　　半田濡れ膜層
５１　　蛍光板
５２　　放熱基板
５３　　接合部材層

【図１】 【図２】



(12) JP 6094617 B2 2017.3.15

【図３】



(13) JP 6094617 B2 2017.3.15

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｇ０２Ｂ   5/08     (2006.01)           Ｇ０２Ｂ    5/08     　　　Ａ        　　　　　
   Ｆ２１Ｙ 115/10     (2016.01)           Ｆ２１Ｙ  115:10     　　　　        　　　　　

(56)参考文献  特開２０１４－１９４８９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１４／０６５０５１（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００３－２７９６５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１３／０３３４９５６（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２１Ｋ　　　９／６４　　　　
              Ｆ２１Ｓ　　　２／００　　　　
              Ｆ２１Ｖ　　　７／２２　　　　
              Ｆ２１Ｖ　　　９／１６　　　　
              Ｆ２１Ｖ　　２９／５０２　　　
              Ｇ０２Ｂ　　　５／０８　　　　
              Ｆ２１Ｙ　１１５／１０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

